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津山市久米総合文化運動公園市民プールの指定期間延長に係る選定結果について 

 

 

　津山市では、「津山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」に基づき、平成３１年４月

から「津山市久米総合文化運動公園市民プール」を管理している現指定管理者について、指定期間を変更

する必要が生じたことから、同条例の規定により、学識経験者等で構成する指定管理者審査委員会におけ

る意見聴取の結果、下記のとおり選定しましたのでお知らせします。 

なお、選定された現指定管理者については、指定管理期間を新たに１年延長する議案を３月議会へ付議

し、可決された場合には、令和７年３月３１日まで本施設の運営に当たることとなります。 

 

記 

 

１　施設概要 

 

２　指定管理者 

　(1) 団体名 

　ＯＳＫグループ（代表団体名：株式会社岡山スポーツ会館） 

　(2) 代表者名 

　　　株式会社岡山スポーツ会館　代表取締役　江尻博子 

　(3) 主たる事務所の所在地 

　　　岡山県岡山市北区絵図町１番５０号 

 

３　指定期間 

　　変更前　平成３１年４月１日から令和６年３月３１日まで 

　　　変更後　平成３１年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

４　審査委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略） 

 

 

 

 施 設 名 津山市久米総合文化運動公園市民プール施設
 所 在 地 津山市中北下１２５３番地
 敷地面積 ８，７７２．６㎡
 建築面積 ３，６０４．６㎡

 延床面積 １，７８７．６㎡

 役　職 氏　名 役　職　等
 委員長 明楽　智雄 津山市地域振興部長
 

委　員

小山　京子 美作大学教授
 稲垣　知成 株式会社日本政策金融公庫津山支店長

 河野　茂夫 津山市地域振興部次長 兼 地域づくり推進室長
 黒瀬　英生 津山市地域振興部スポーツ課長



５　選定の概況 

(1) 選定理由について 

　　津山市久米総合文化運動公園市民プール施設は、市民の健康の増進を図るスポーツ活動の拠点施設 

です。 

現在、津山市久米総合文化運動公園市民プールの更新に係る整備基本計画の協議を行っており、今

後の整備スケジュールを再検討する中で、現行施設をさらに１年間継続して運営できる見込みとなっ

たため、令和６年度の運営についても、市民の施設利用の機会確保の観点から、自主事業による運営

実績や、利用者との関係性を構築している現在の指定管理者に管理運営を延長させることが最も合理

的であると判断しました。 

学識経験者等で構成する指定管理者審査委員会において、期間延長に係る意見聴取・審査の結果、

評価点の合計が一定水準以上を取得できていたため、指定期間を新たに１年延長することについて選

定しました。 

 

　(2) 審査結果 

　　　審査結果については以下のとおりです。 
 

※評価点は審査委員５名の平均値（小数点第１位未満四捨五入） 

※評価点は７１．６点であり、一定水準（１００点×６０％＝６０点）以上の評価点に達している。

 審査基準 配点 ＯＳＫグループ
 運営経費 １０点 ４．０点
 申請団体 １０点 ８．４点

 管理運営方針 １５点 １２．２点
 事業実施計画等 ３０点 ２４．０点

 サービス提供体制 １５点 １２．４点

 その他施設固有の性質等に関する項目 ２０点 １０．６点

 合　計 １００点 ７１．６点


